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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　焼結体並びに電気伝導性コーティングを含む気化器であって、
前記焼結体が、ガラス又はガラスセラミックにより形成され、１０～９０％の範囲内の開
放気孔率を有し、
前記電気伝導性コーティングが、開気孔により形成される前記焼結体の表面と結合されて
おり、
前記電気伝導性コーティングが、前記気化器の加熱装置の構成要素であり、ここで、
前記電気伝導性コーティングが、前記焼結体の表面上に堆積されており、かつ前記焼結体
の表面と結合されており、ここで、前記電気伝導性コーティングは、前記焼結体の内部に
存在する気孔を覆うので、前記焼結体の電気接触及び電流の負荷の際に、この電流が、少
なくとも部分的に前記焼結体の内部を流れ、かつ前記焼結体の内部を加熱する、前記気化
器。
【請求項２】
　前記焼結体が、５０～８０％の範囲内の開放気孔率を有する、請求項１に記載の気化器
。
【請求項３】
　前記焼結体の開気孔が、１μｍ～５０００μｍの範囲内の気孔径を有する、請求項１又
は２に記載の気化器。
【請求項４】
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　前記焼結体が、前記開気孔に加え、閉気孔も有し、ここで、前記気孔の全体積に対する
前記閉気孔の割合は、多くとも１０％である、請求項１～３のいずれか１項に記載の気化
器。
【請求項５】
　前記焼結体の気孔が、少なくとも二峰性の気孔径分布を有する、請求項１～４のいずれ
か１項に記載の気化器。
【請求項６】
　前記焼結体が、５００～７００μｍの範囲内の気孔径を有する大気孔及び１００～３０
０μｍの範囲内の気孔径を有する小気孔を有する、請求項５に記載の気化器。
【請求項７】
　前記焼結体が、アルカリ含有率１１質量％以下を有するガラスから形成される、請求項
１～６のいずれか１項に記載の気化器。
【請求項８】
　前記ガラスが、３００～９００℃の範囲内の転移温度Ｔｇを有する、請求項７に記載の
気化器。
【請求項９】
　前記ガラスが、アルミノホウケイ酸ガラスである、請求項７又は８に記載の気化器。
【請求項１０】
　前記ガラスが、次の成分
ＳｉＯ２　５０～８５質量％
Ｂ２Ｏ３　１～２０質量％
Ａｌ２Ｏ３　１～１７質量％
Ｎａ２Ｏ＋Ｋ２Ｏの合計　１～１１質量％
ＭｇＯ＋ＣａＯ＋ＢａＯ＋ＳｒＯの合計　１～１３質量％
を含有するアルミノホウケイ酸ガラスである、請求項９に記載の気化器。
【請求項１１】
　前記焼結体が、多くとも２０・１０－６Ｋ－１の線熱膨張係数α20-300℃ 焼結体を有
し、前記電気伝導性コーティングが、１・１０－６～２０・１０－６Ｋ－１の範囲内の線
熱膨張係数α20-300℃ コーティングを有し、及び／又は双方の熱膨張係数の差
　　　Δα20-300℃＝α20-300℃ コーティング－α20-300℃ 焼結体

が、０～２０・１０－６Ｋ－１である、請求項８～１０のいずれか１項に記載の気化器。
【請求項１２】
　前記電気伝導性コーティングの設けられた前記焼結体が、０．００１～１０６Ｓ／ｍの
範囲内の電気伝導度を有する、請求項１～１１のいずれか１項に記載の気化器。
【請求項１３】
　前記電気伝導性コーティングが、金属酸化物により形成される、請求項１～１２のいず
れか１項に記載の気化器。
【請求項１４】
　前記電気伝導性コーティングが、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、アルミニウムドープ
酸化亜鉛（ＡＺＯ）、フッ素ドープ酸化スズ（ＦＴＯ）及び／又はアンチモンドープ酸化
スズ（ＡＴＯ）からなる群からの金属酸化物により形成される、請求項１３に記載の気化
器。
【請求項１５】
　前記電気伝導性コーティングの層厚が１ｎｍ～１０００μｍである、請求項１３又は１
４に記載の気化器。
【請求項１６】
　前記電気伝導性コーティングが、金属により形成される、請求項１～１２のいずれか１
項に記載の気化器。
【請求項１７】
　前記電気伝導性コーティングが、銀、金、白金及び／又はクロムにより形成される、請
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求項１６に記載の気化器。
【請求項１８】
　前記電気伝導性コーティングの層厚が、１ｎｍ～１０００μｍである、請求項１６又は
１７に記載の気化器。
【請求項１９】
　前記電気伝導性コーティングを備えた前記焼結体が、０．２～５Ωの範囲内の電気抵抗
を有し、１～１２Ｖの範囲内の電圧及び／又は１～８０Ｗの加熱容量で動作できる、請求
項１～１８のいずれか１項に記載の気化器。
【請求項２０】
　前記電気伝導性コーティングを備えた前記焼結体が、０．２Ω～３０００Ωの範囲内の
電気抵抗を有し、かつ前記気化器が、１１０～３８０Ｖの範囲内の電圧及び／又は１０～
１０００Ｗの加熱容量で動作できる、請求項１～１８のいずれか１項に記載の気化器。
【請求項２１】
　前記気化器が、機械的な電気接触又は電気伝導性コネクタ若しくは材質的接合による電
気伝導性接合による電気接触を有する、請求項１～２０のいずれか１項に記載の気化器。
【請求項２２】
　前記電気伝導性コーティングが、電気伝導性成分に加えて、少なくとも１つのさらなる
成分を有する、請求項１～２１のいずれか１項に記載の気化器。
【請求項２３】
　前記電気伝導性コーティングが、少なくとも１つのさらなる成分として、抗微生物性及
び／又は抗菌性の成分を有する、請求項２２に記載の気化器。
【請求項２４】
　前記電気伝導性コーティングが、少なくとも１つのさらなる成分として、銀、ＺｎＯ及
び／又はＴｉＯ２を有する、請求項２３に記載の気化器。
【請求項２５】
　電子タバコ、医用吸入器、アロマディフューザー又は加湿器における部品としての、請
求項１～２４のいずれか１項に記載の気化器の使用。
【請求項２６】
　請求項１に記載の気化器を製造する方法であって、少なくとも次の工程段階：
ａ）１０～９０％の範囲内の開放気孔率を有する、ガラス又はガラスセラミック製の焼結
体を用意すること、及び
ｂ）開気孔により形成される前記焼結体の表面を、前記焼結体の内部の気孔の表面を含め
、電気伝導性コーティングでコーティングすること
を含む、前記方法。
【請求項２７】
　工程ａ）において、アルカリ含有率１１質量％未満を有するガラス製の焼結体を用意す
る、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　工程ｂ）において、前記電気伝導性コーティングが、分散液からの固形物の縮合又は沈
殿、溶液からの固形物の縮合又は沈殿、気相からの固形物の凝縮又は析出によるか又はガ
ルバニックな方法により、前記焼結体の、前記開気孔の表面により形成される表面全体に
堆積される、請求項２６又は２７に記載の方法。
【請求項２９】
　工程ｂ）において堆積される電気伝導性コーティングが、金属酸化物により形成される
、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　工程ｂ）において堆積される電気伝導性コーティングが、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ
）、アルミニウムドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）、フッ素ドープ酸化スズ（ＦＴＯ）及び／又
はアンチモンドープ酸化スズ（ＡＴＯ）からなる群からの金属酸化物により形成される、
請求項２９に記載の方法。
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【請求項３１】
　前記金属酸化物が、工程ｂ）において、溶液又は分散液からの縮合又は沈殿により堆積
される、請求項２９又は３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記金属酸化物が、少なくとも次の工程段階
ａ２）前記焼結体を用意すること、
ｂ２）前記金属酸化物の分散液又は溶液を用意すること、
ｃ２）前記焼結体を、工程ｃ２）において用意された分散液中へ予め定義された浸漬時間
ｔ浸漬にわたって浸漬すること、及び
ｄ２）工程ｃ２）により得られた層を、予め定義された焼付け温度Ｔ焼付けで期間ｔ焼付

けにわたって焼き付けること
を含む浸漬方法により堆積される、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　工程ｄ２）において、６０～１０００℃の範囲内の焼付け温度Ｔ焼付けが選択される、
請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記電気伝導性コーティングの焼付けを、不活性ガス下、真空下又は還元雰囲気下で行
う、請求項３２又は３３に記載の方法。
【請求項３５】
　堆積された前記電気伝導性コーティングの層厚が、１ｎｍ～８００μｍである、請求項
３２～３４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３６】
　工程ｃ２）において用意される分散液の固形物割合が、１～５０質量％である、請求項
３２～３５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３７】
　工程ｃ２）及び／又はｄ２）を複数回行う、請求項３２～３６のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項３８】
　工程ｂ）において堆積される電気伝導性コーティングが、金属により形成される、請求
項３２～３７のいずれかに記載の方法。
【請求項３９】
　工程ｂ）において堆積される電気伝導性コーティングが、銀、金、白金及び／又はクロ
ムにより形成される、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記金属が、溶液又は分散液から電解析出されるか又はガルバニックに堆積される、請
求項３８又は３９に記載の方法。
【請求項４１】
　ハウジング内の請求項２１に記載の焼結体並びに前記焼結体の接続のための電気接点を
有する気化器ヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、電気伝導性コーティングでコーティングされた焼結体に関する。よ
り詳細には、本発明は、液体貯蔵体と、気化性物質の貯蔵及び制御放出のための加熱ユニ
ットとを含む、気化器ユニットに関する。該気化器ユニットは、この場合に、殊に電子タ
バコにおいて、医薬の投与装置、加湿器及び／又は室内空気への例えばフレグランス又は
昆虫忌避剤のような物質の放出のために加熱可能な蒸発器において、使用することができ
る。
【背景技術】
【０００２】
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　以下にＥ－シガレットとも呼ぶ、電子タバコは、紙巻きタバコの代替品として、ますま
す使用されている。典型的には、電子タバコは、吸い口及び気化器ユニット並びに該気化
器ユニットと作用的に結合されている電気エネルギー源を含む。該気化器ユニットは、加
熱エレメントと接合されている液体貯蔵体を有する。
【０００３】
　特定の医薬、殊に気道及び／又は口粘膜及び／又は鼻粘膜の処置用の医薬は、有利に気
化された形態で、例えばエーロゾルとして、投与される。本発明による気化器は、そのよ
うな医薬の貯蔵及び放出のために、殊にそのような医薬用の投与装置において、使用する
ことができる。
【０００４】
　熱により加熱可能な蒸発器は、周囲にフレグランスを提供するためにますます使用され
ている。これは、殊に酒場、ホテルロビー及び／又は車両内部空間、例えば自動車、殊に
乗用車の内部空間であってよい。その際に使用される気化器ユニットの場合にも、液体貯
蔵体は加熱エレメントと結合されている。該液体貯蔵体は液体を含有し、該液体はたいて
い、例えばプロピレングリコール又はグリセリンのようなキャリヤー液体であり、該液体
中に添加剤、例えばフレグランス及びフレーバー及び／又はニコチン及び／又は医薬が溶
解されている及び／又は一般に含まれている。該キャリヤー液体は、吸着プロセスにより
該液体貯蔵体の内部表面上に結合される。場合により、該液体貯蔵体に液体を供給するた
めに別個の液体リザーバーが設けられている。
【０００５】
　一般に当てはまるのは、該液体貯蔵体中に貯蔵された液体は、該加熱エレメントの加熱
／加熱エレメントの加熱により気化され、該液体貯蔵体の湿った表面から脱着し、かつ使
用者によって吸入することができる。この際に、２００℃を上回る温度に達しうる。
【０００６】
　したがって、該液体貯蔵体は、高い吸収力及び高い吸着作用を有していなければならな
いが、しかしながら同時に、該液体は高温で迅速に放出されなければならない。
【０００７】
　従来技術からは、液体貯蔵体として使用するための多様な材料が公知である。例えば、
該液体貯蔵体は、多孔質又は繊維状の有機ポリマーにより形成されていてよい。対応する
液体貯蔵体は確かに、かなり簡単に製造することができるが、しかしながら、ここでは、
例えば該液体貯蔵体のドライランによってそのポリマー材料が高温に加熱されすぎ、かつ
分解する危険がある。このことは、該液体貯蔵体もしくは該気化器ユニットの寿命に不利
に作用するだけではなく、そのうえ、気化すべき液体又はそれどころか該液体貯蔵体の分
解生成物が遊離され、かつ使用者によって吸い込まれる危険がある。
【０００８】
　従来技術からは、有機ポリマー製の多孔質の液体貯蔵体を有する電子タバコが公知であ
る。したがって、そのポリマー材料の低い温度安定性に基づき、その加熱エレメントと該
液体貯蔵体との最小距離を遵守する必要性がある。このことは、該気化器ユニット、ひい
ては該電子タバコのコンパクトな構造方式を妨げる。最小距離の遵守の代替として、気化
すべき液体を毛管作用によってその加熱コイル上へ導く灯心を使用することができる。こ
の灯心はたいてい、ガラス繊維から製造されている。これらは、確かに高い温度安定性を
有するが、しかしながら、個々の該ガラス繊維は容易に破損しうる。似たことは、該液体
貯蔵体自体もガラス繊維から製造されている場合に当てはまる。したがって、使用者が、
ゆるんだ又は部分溶解した繊維断片を吸い込むリスクがある。代替的に、セルロース繊維
、木綿又はタケ繊維製の灯心も使用することができる。これらは、確かにガラス繊維製の
灯心よりも低い破損の危険を示すが、しかしながら、これらはあまり温度安定ではない。
【０００９】
　したがって、液体貯蔵体が多孔質のガラス又はセラミックからなる気化器ユニットがま
すます使用されている。これらの液体貯蔵体のより高い温度安定性に基づき、該気化器、
ひいては電子タバコのよりコンパクトな構造方式を全体として実現することができる。
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【００１０】
　その局所的な気化は、実地では、高温と結び付いた低圧により達成することができる。
電子タバコの場合に、該低圧は、例えば、その消費中に該タバコを吸う際の吸引圧により
実現され、それゆえ、該圧力の制御はその消費者により行われる。該液体貯蔵体における
該気化に必要とされる温度は、加熱ユニットによって生じる。この場合に、通例、迅速な
気化を保証するために２００℃より高い温度が達成される。
【００１１】
　たいてい、その加熱容量の提供は、電池又は蓄電池で動作する電気加熱コイルにより行
われる。必要とされる加熱容量は、その際に、気化すべき体積及び該加熱の効率に依存し
ている。高すぎる温度による該液体の分解を回避するために、該加熱コイルから該液体へ
の熱輸送は、非接触放射により行われるべきである。このためには、該加熱コイルは、そ
の気化表面のできるだけ近くへ、しかしながら好ましくはこれに触れることなく、取り付
けられる。それに対して、該コイルが該表面に触れる場合には、該液体は、しばしば過熱
され、かつ分解される。
【００１２】
　しかしながら、該表面の過熱は、非接触放射による熱輸送の場合にも生じうる。該過熱
はたいてい、該加熱コイルと向かい合う該気化器の表面上で局所的に生じる。
【００１３】
　これは、動作中に大量の蒸気が必要とされ、かつ該気化器の表面への液体輸送が、十分
に迅速に行われない場合である。それゆえ、該加熱エレメントからのエネルギー供給は、
該気化のために消費されることができず、該表面は乾燥し、かつ該気化温度を大幅に上回
る温度に局所的に加熱されうる及び／又は該液体貯蔵体の温度安定性を越える。したがっ
て、正確な温度調節及び／又は温度制御が必須である。しかしながら、この場合に不利で
あるのは、その結果として生じる、該電子タバコの複雑な構成であり、このことはとりわ
け、高い製造コストとなって現れる。そのうえ、場合により該温度制御は、その蒸気発生
、ひいてはその最大限可能な蒸気強度を低下させる。
【００１４】
　欧州特許出願公開第２７６４７８３号明細書（EP 2 764 783 A1）には、焼結材料製の
多孔質の液体貯蔵体を有する気化器を有する電子タバコが記載されている。その加熱エレ
メントは、加熱コイルとして又は電気伝導性コーティングとして形成されていてよく、こ
こで、該コーティングは、該液体貯蔵体の側面の部分上にのみ堆積されている。それゆえ
、ここでも、該気化は局所的に限定されて行われる。
【００１５】
　米国特許出願公開第２０１１／０２２６２３６号明細書（US 2011/0226236 A1）には、
液体貯蔵体及び加熱エレメントが、材質的接合により互いに結合されている吸入器が記載
されている。液体貯蔵体及び加熱エレメントは、その際に、平らな複合材料である。例え
ば開気孔の焼結体製の、該液体貯蔵体は、灯心として機能し、かつ気化すべき液体を該加
熱エレメントに導く。該加熱エレメントはその際に、該液体貯蔵体の表面のうち一方に、
例えばコーティングの形態で、塗布されている。それゆえ、ここでも、該気化は、該表面
上で局所的に限定されて行われるので、過熱の危険が同様にある。
【００１６】
　この問題点を避けるために、従来技術からは、気化が液体貯蔵体の表面上だけではなく
、その全体積にわたって行われる気化器ユニットが公知である。その蒸気は、該表面上で
局所的にだけではなく、該液体貯蔵体の全体積において発生する。それゆえ、該液体貯蔵
体内部の蒸気圧は大体において一定であり、かつ該液体貯蔵体の表面への該液体の毛管輸
送はもはや不要である。相応して、その気化速度は、該毛管輸送によってもはや最小にな
らない。相応する気化器の前提は、電気伝導性の多孔質材料である。電圧が印加される際
に、該気化器の全体積が加熱され、かつ該気化は、該体積全体で行われる。
【００１７】
　対応する気化器は、米国特許出願公開第２０１４／０２３８４２４号明細書（US 2014/
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0238424 A1）及び米国特許出願公開第２０１４／０２３８４２３号明細書（US 2014/0238
423 A1）に記載されている。この場合に、液体貯蔵体及び加熱エレメントは１つの部品中
で、例えば金属又は金属網製の多孔体の形態で、組み合わされる。しかしながら、ここで
不利であるのは、記載された多孔体の場合に、気孔径と電気抵抗との比が、簡単には調節
することができないことである。また、該伝導性コーティングの塗布後に、それに続く焼
結により、該コーティングの劣化となりうる。
【００１８】
　しかしながら、上記の従来技術に記載された材料は、焼結プロセスを用いて、高く、調
節可能な気孔率並びに良好な電気伝導度を有する複合材料を製造するのに適していないか
又は制約されてのみ適している。一般には、セラミックは、それらの微細な気孔率及び粗
い表面に基づき、連続的にコーティングすることも難しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【特許文献１】欧州特許出願公開第２７６４７８３号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１１／０２２６２３６号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１４／０２３８４２４号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２０１４／０２３８４２３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　したがって、本発明の課題は、電子タバコ及び／又は医薬の投与装置及び／又はフレグ
ランスの熱により加熱可能な蒸発器における気化器としての使用に殊に適しており、かつ
上記の欠点を有していない、電気伝導性コーティングでコーティングされた焼結体を提供
することである。殊に、本発明は、該液体貯蔵体の良好な加熱可能性及び電気抵抗及び気
孔率の単純な調節可能性を達成することを目的とする。本発明のさらなる課題は、対応す
るコーティングされた焼結体の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の課題は、独立特許請求項の対象によって既に解決される。本発明の有利な実施
態様及びさらなる展開は、従属請求項の対象である。
【００２２】
　本発明による気化器もしくは本発明による気化器ユニットは、焼結体及び電気伝導性コ
ーティングを含む。多孔質の該気化器において、吸着による相互作用により、キャリヤー
液体が貯蔵され、該キャリヤー液体は、例えばフレグランス及びフレーバー及び／又は適
した液体中に溶解された作用物質を含めた医薬及び／又はニコチンを含有していてよい。
電圧を印加する際に、該電気伝導性コーティングにより該気化器中で高温が生じるので、
該キャリヤー液体は気化され、該気化器の湿った表面から脱着し、その蒸気を使用者によ
って吸入することができる。
【００２３】
　該焼結体は、ガラス又はガラスセラミックからなっていてよく、かつ該焼結体の体積を
基準として１０～９０％の範囲内の開放気孔率を有する。
【００２４】
　好ましくは、その全気孔容積の少なくとも９０％、殊に少なくとも９５％が開気孔とし
て存在する。該開放気孔率は、その際に、DIN EN ISO 1183及びDIN 66133による測定方法
で決定することができる。
【００２５】
　本発明の一実施態様によれば、該焼結体は、少なくとも２０％、好ましくは２０％～９
０％、特に好ましくは５０～８０％の範囲内及び殊に６０～８０％の範囲内の開放気孔率
を有する。本発明による気孔率により、該焼結体の高い吸着力が保証される。こうして、
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一実施態様による該焼結体は、２０℃の温度及び３時間の吸着時間で、その開気孔容積の
少なくとも５０％のプロピレングリコールを吸収することができる。同時に、該焼結体は
良好な機械的安定性を有する。殊に、相対的に低い気孔率を有する焼結体は、高い機械的
安定性を示し、このことは、いくつかの用途には特に有利でありうる。
別の実施態様によれば、該開放気孔率は２０～５０％である。
【００２６】
　該焼結体は、好ましくは、低い割合の閉気孔を有するに過ぎない。それにより、該焼結
体は、低い死容積、すなわち、気化すべき液体の吸収に寄与しない体積を有するに過ぎな
い。好ましくは、該焼結体は、該焼結体の全体積の１５％未満又はそれどころか１０％未
満の閉気孔の割合を有する。該閉気孔の割合の決定には、該開放気孔率は上記のように決
定することができる。その全気孔率は、該焼結体の密度から算出される。そうすると、該
閉気孔の割合としては、全気孔率及び開放気孔率の差となる。本発明の一実施態様によれ
ば、該焼結体はそれどころか、該全体積の５％未満の閉気孔の割合を有する。閉気孔はこ
の場合に、焼結に使用される粒状物中の気孔により、該焼結プロセスにより又は極めて小
さい開気孔を該電気伝導性コーティングでコーティングすることによっても、生じうる。
該電気伝導性コーティングによる開気孔の閉塞は、殊に、対応する気孔が極めて小さい及
び／又は該電気伝導性コーティングの層厚が極めて厚い場合に起こりうる。
【００２７】
　該電気伝導性コーティングは、好ましくは摩擦接合及び材質的接合により、該焼結体の
表面と接合されている。この場合に、該多孔質焼結体の側面上の気孔だけではなく、該焼
結体の内部の気孔にも、該電気伝導性コーティングが設けられている。それゆえ、該開気
孔には、該焼結体の全体積にわたって該電気伝導性コーティングが設けられている。これ
は、本発明によりコーティングされた焼結体への電圧の負荷の際に、電流が該焼結体の全
体積を流れ、かつこの焼結体がそのために、その全体積において加熱されるという結果と
なる。すなわち、該電気伝導性コーティングは、該焼結体の表面上に堆積されており、か
つ該焼結体の表面と接合されており、ここで、該電気伝導性コーティングが、該焼結体の
内部に存在する気孔を覆うので、該焼結体の少なくとも部分的な又は区間毎の電気接触及
び電流の負荷の際に、この電流が少なくとも部分的に、該焼結体の内部を流れ、かつ該焼
結体の内部を加熱する。
【００２８】
　それゆえ、該焼結体の、電流が流れる全物体体積にわたって加熱され、かつ相応して、
気化すべき液体は、該焼結体の全体積において気化される。その蒸気圧は、該焼結体にお
いてどこでも同じ高さであり、かつ該蒸気は、該焼結体の、その側面である表面上に局所
的にだけではなく、該焼結体の内部にも発生する。該電気伝導性コーティングは、該焼結
体の表面上に塗布されており、かつその気孔表面の少なくとも一部分を形成する。
【００２９】
　局所的な加熱装置、例えば加熱コイル又は電気伝導性コーティングを該焼結体の側面上
のみに有する気化器の場合以外は、該焼結体の表面への毛管輸送は不要である。これは、
低すぎる毛管作用での該気化器のドライラン、ひいては局所的な過熱も防止する。このこ
とは、該気化器ユニットの寿命に有利に作用する。そのうえ、該気化器の局所的な過熱の
場合に、気化すべき液体の分解プロセスとなりうる。これは、一方では問題となりうる、
それというのも、例えば、そのために、気化すべき医薬の作用物質含有率が低下するから
である。他方では、分解生成物が使用者によって吸い込まれ、このことは健康上のリスク
をはらみうる。それに対して、本発明による気化器の場合にこの危険はない。
【００３０】
　選択的に、該焼結体の加熱は、該電気伝導性コーティングの誘導結合又は容量結合によ
っても行うことができる。
【００３１】
　本発明の好ましい実施態様において、該焼結体の、該開気孔により形成される全表面は
、該電気伝導性コーティングで覆われている。それに応じて、用語“全表面”は、例えば
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円筒形の焼結体の場合に、該焼結体の内部の気孔により形成される、該焼結体の表面も包
含する。それゆえ、コーティングされた全表面は、一般に、該焼結体の外部表面よりも大
きい。
【００３２】
　コーティングされた該焼結体は、適用分野に応じて多様な幾何学的形状を有していてよ
い。こうして、該焼結体は、例えば中実円筒又は中空円筒形、プレート形、角柱形、多面
体形又はリング形であってよい。それぞれの該形態はこの場合に、該未焼結体の形態によ
りその焼結前に既に確定されうるが、しかしながら、該焼結体の高い機械的安定性に基づ
いて、該焼結体のその焼結後の機械的加工も可能である。
【００３３】
　該電気伝導性コーティングは、殊に、金属、例えば銀、金、白金又はクロムであってよ
く、又は金属酸化物により形成することができる。本発明の一実施態様において、該金属
酸化物は、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、アルミニウムドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）、フ
ッ素ドープ酸化スズ（ＦＴＯ）又はアンチモンドープ酸化スズ（ＡＴＯ）からなる群から
の金属酸化物である。金属酸化物は、この場合に殊に、ガラス上の良好な付着に基づいて
並びに該金属酸化物上の気化すべき液体の良好な湿潤挙動に基づいて、特に有利であると
判明している。そのうえ、上記の金属酸化物、殊にＩＴＯは、高い化学的及び機械的な安
定性を有し、かつ水及びアルコールに不溶であるので、これらは、気化すべき液体の溶剤
に対して不活性である。そのうえ、上記の金属酸化物は、２０００℃までの温度に対して
安定である。好ましくは、該コーティングは、ＩＴＯを含有する及び／又はＩＴＯコーテ
ィングである。
【００３４】
　電子タバコにおける気化器として使用する場合に、電気伝導性コーティングされた該焼
結体は、好ましくは０．００１～１０６Ｓ／ｍの範囲内の電気伝導度を有する。１０～６
００Ｓ／ｍの範囲内の伝導度が、特に有利であると判明している。上記の範囲内の伝導度
は、この場合に、例えば電子タバコにおいて使用されるような相対的に小さい気化器の場
合に殊に有利である。示された伝導度は、該気化に十分な熱発生を保証するのに十分なほ
ど高い。同時に、過熱、ひいては該液体成分の分解をまねきうる高すぎる加熱容量は回避
される。
【００３５】
　本発明による焼結体は、電子タバコにおける気化器として並びに医用吸入器における気
化器として、使用することができる。双方の用途はこの場合に、該気化器に多様な要件を
課す。これは殊に、該気化器の必要とされる加熱容量に関して当てはまる。該電気伝導性
コーティングの層厚並びにコーティングされた該焼結体のそれによって達成される電気伝
導度を通じて、該気化器の電気抵抗、ひいては加熱容量を調節することができる。これは
有利である、それというのも、その最適な加熱容量は、該焼結体の寸法並びにそれぞれ使
用される電圧源に依存しているからである。こうして、例えば、電子タバコにおいて使用
される気化器は、数ｃｍの僅かなサイズを有し、たいてい、１つ以上の電圧源を用いて１
Ｖ～１２Ｖの電圧で、好ましくは１～５Ｖの電圧で動作する。これらの電圧源は、標準的
な電池又は標準的な蓄電池であってよい。一実施態様によれば、該気化器は、３～５Ｖの
範囲内の動作電圧で動作する。この場合に、０．２～５Ωの範囲内の電気抵抗及び８０Ｗ
までの加熱容量が特に有利であると判明している。それとは異なり、例えば医用分野用の
吸入器は、１１０Ｖ、２２０Ｖ／２３０Ｖ又はそれどころか３８０Ｖの電圧でも動作する
ことができる。ここでは、３０００Ωまでの電気抵抗及び１０００Ｗまでの出力が有利で
ある。気化器ユニット、もしくはその使用の実施態様に応じて、他の動作電圧、例えば１
２Ｖ超～１１０Ｖ未満、抵抗、例えば５Ω超及び出力範囲、例えば８０Ｗ超も、適してい
ることがある。
【００３６】
　本発明の一実施態様によれば、該電気伝導性コーティングの層厚は、１ｎｍ～８００μ
ｍの範囲内である。２００ｎｍ～２００μｍ又は２００ｎｍ～１０μｍの範囲内の層厚が
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特に有利であると判明している。大きすぎる層厚の場合に、該電気伝導性コーティングに
よる気孔閉塞の危険がありうる。該層厚は、その際に、使用される該材料にも依存してい
る。例えば、金属酸化物をベースとする層はたいてい、金属製の層よりも明らかに大きな
層厚を有する。
【００３７】
　本発明の一実施態様において、堆積金属、例えば銀、金、白金又はクロムからなり、１
ｎｍ～１μｍの範囲内、好ましくは１０ｎｍ～１００ｎｍの範囲内の層厚を有する、電気
伝導性コーティングを提供する。
【００３８】
　該電気伝導性コーティングは、該焼結体内部で、均質な層厚を有することができる。し
かしながら、電気伝導性コーティングが該焼結体内部で不均質な層厚を有する焼結体も、
本発明の対象である。これは殊に、相対的に大きい層厚を有する金属酸化物をベースとす
るコーティングに当てはまる。本発明のさらなる展開によれば、該電気伝導性コーティン
グの層厚は、該焼結体内部で勾配を有する。したがって、該層厚は、例えば外側から内側
へ、減少していてよい。
【００３９】
　上記の層厚に加えて、所望の電気抵抗は、コーティングされた該焼結体の電気伝導度に
より調節することができる。コーティングされた該焼結体の電気伝導度は、その際に、使
用されるコーティング材料もしくはその電気伝導度に依存している。本発明の一実施態様
において、コーティングされた該焼結体は、０．００１～１０６Ｓ／ｍ、好ましくは１０
～６００Ｓ／ｍを有する。
【００４０】
　本発明の一実施態様によれば、該気孔は、１μｍ～５０００μｍの範囲内の平均気孔径
を有する。好ましくは、該焼結体の開気孔の気孔径は、１００～８００μｍの範囲内、特
に好ましくは２００～６００μｍの範囲内である。対応するサイズを有する気孔がその際
に有利である、それというのも、これらの気孔は、十分に大きい毛管力を発生させ、こう
して気化すべき液体の補給を、殊に該気化器の動作中に保証するのに十分なほど小さく、
同時に、これらの気孔は、該蒸気のスムーズな放出を可能にするのに十分なほど大きいか
らである。さらにまた、小さすぎる気孔の場合には、これらが、該電気伝導性コーティン
グにより、完全に又は部分的に閉塞されるうる危険がある。
【００４１】
　本発明のさらなる展開は、該気孔径の少なくとも二峰性の分布を提供する。この場合に
、該焼結体は、それぞれ離散した気孔径分布を有する小気孔及び大気孔を有する。該小気
孔は、大きな毛管力、ひいては該焼結体中への液体の良好かつスムーズな吸収を可能にす
る。しかしながら、小気孔は、その蒸気をゆっくりと放出するに過ぎないので、該焼結体
は付加的に、該蒸気の迅速な放出をもたらす大気孔を有する。該気孔径並びに大気孔と小
気孔との比はその際に、該焼結体の製造プロセスを通じて、対応する比の異なる粒度を有
する塩が気孔形成剤として使用されることによって、調節することができる。大気孔と小
気孔との比を通じて、該焼結体の吸着挙動もしくは脱着挙動を調節することができる。使
用目的に応じて、大気孔の割合は、該気孔の総数の５～９５％の範囲内である。好ましく
は、本発明のこのさらなる展開は、１００～３００μｍの範囲内の小気孔及び５００～７
００μｍの範囲内の大気孔を有する。
【００４２】
　本発明の一実施態様によれば、該焼結体はガラスからなる。この場合に、相対的に低い
アルカリ含有率を有するガラスが特に有利であることがわかっている。低いアルカリ含有
率、殊にナトリウムの低い含有率は、この場合に、より多くの視点で有利である。一方で
は、対応するガラスは、相対的に高い転移温度Ｔｇを有するので、該電気伝導性コーティ
ングの塗布後に、これを相対的に高い温度で焼き付けることができる。殊に酸化物ベース
の電気伝導性コーティングの場合に、高い焼付け温度は、該電気伝導性コーティングの密
度並びに該焼結体の電気伝導度に有利に作用する。好ましくは、該ガラスは、３００℃～
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９００℃、好ましくは５００℃～８００℃の範囲内の転移温度Ｔｇを有する。
【００４３】
　他方では、相対的に低いアルカリ含有率を有するガラスは、高温でも、低いアルカリ拡
散を示すので、これらもしくはそのコーティングの性質を不利に変えることなく、相対的
に高い温度で焼結することができるか、もしくはコーティングの焼付けを行うことができ
る。該ガラスの低いアルカリ拡散はさらに、気化器としての該焼結体の動作中にも有利で
ある、それというのも、それによって、漏出する成分が、該電気伝導性コーティングと又
は気化すべき液体と相互作用しないからである。後者は、殊に、医用吸入器における気化
器としてのコーティングされた該焼結体の使用の際に関係がある。多くとも１１質量％又
はそれどころか多くとも６質量％の該ガラスのアルカリ割合が、特に有利であると判明し
ている。
【００４４】
　該焼結体は、その製造の際に並びに連続動作中に、大きな温度変動に曝されている。該
気化器の連続動作中では、これは、多数の加熱サイクルにより明らかになる。それゆえ、
該焼結体は、高い機械的安定性に加えて、高い熱安定性も有していなければならない。し
たがって、該焼結体が、α焼結体　＜１１・１０－６Ｋ－１、好ましくは８・１０－６Ｋ
－１未満の線熱膨張係数α２０－３００℃を有する場合が有利である。焼結体及び電気伝
導性コーティングの間の熱応力をできるだけ低く維持するために、コーティングに応じて
、該焼結体が１～１０・１０－６Ｋ－１の範囲内の線熱膨張係数α２０－３００℃を有し
、該電気伝導性コーティングがαコーティング　１～２０・１０－６Ｋ－１の範囲内の線
熱膨張係数α２０－３００℃を有し、及び／又は双方の熱膨張係数の差Δα２０－３００

℃＝α２０－３００℃ 層－α２０－３００℃ 焼結体が、０～２０・１０－６Ｋ－１、好
ましくは０～１０・１０－６Ｋ－１、同じように好ましくは０～５＊１０－６Ｋ－１であ
る場合が有利でありうる。
【００４５】
　本発明の一実施態様は、金属の電気伝導性コーティング、好ましくは銀と、８・１０－

６Ｋ－１～２０・１０－６Ｋ－１の範囲内の線熱膨張係数を有するガラス質焼結体とを提
供する。
【００４６】
　本発明のさらなる展開によれば、コーティングされた該焼結体は、ＩＴＯからなる電気
伝導性コーティングと、３・１０－６Ｋ－１～８・１０－６Ｋ－１の範囲内の線熱膨張係
数を有するガラス質焼結体とを有する。相応する熱膨張係数もしくは差は、その際に、殊
に金属酸化物をベースとする電気伝導性コーティングの使用の際に有利であると判明して
いる。これらのコーティングは、たいてい、例えば金属コーティングよりも大きな層厚で
、該焼結体上へ塗布される。
【００４７】
　意外なことに、ガラス及びコーティングのα２０－３００℃の相違にもかかわらず、相
対的に大きな層厚を有する電気伝導性コーティングとしての金属酸化物の使用の場合にも
、クラックのない又は少なくともクラックの少ない層を得ることができる。殊に、これら
が該焼結体上への堆積後に、高温で、好ましくは３００～９００℃の範囲内の温度で焼き
付けられる場合に、クラックのないもしくはクラックの少ない層を得ることができる。対
応するＩＴＯコーティングが、気化器の動作中、すなわち周期的な熱負荷の際にも、クラ
ック形成及びはく離する傾向がないことが判明している。それゆえ、コーティングされた
該焼結体の電気伝導度、ひいては該気化器の気化性能も、該気化器の寿命にわたって一定
のままであるか又は少なくとも大体において一定のままである。クラックの少ないコーテ
ィングのさらなる利点は、該気化器の動作中にも、さもないと使用者によって吸い込まれ
たかもしれない金属酸化物及び／又はガラスの粒子又はフレーク、殊に粒度＜５μｍを有
するものが可能な限り遊離しないことにある。
【００４８】
　本発明の別のさらなる展開によれば、該電気伝導性コーティング及び／又は該焼結体に
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対する中間帯域は、該線熱膨張係数に関して勾配を有する。該線熱膨張係数はその際に、
該焼結体との接点を有する該コーティングの表面から、該コーティングの自由表面へと増
加する。該電気伝導性コーティングのα２０－３００℃の該勾配／この勾配により、こう
して、焼結体及びコーティングの間の熱応力を吸収することができる。
【００４９】
　好ましくは、該焼結体は、該電気伝導性コーティングよりも低いα２０－３００℃を有
する。それゆえ、該コーティングに加熱動作中に引張応力がかからないことが保証されて
いる。該コーティング上の引張応力は、この場合に、該コーティング中のクラックの発生
もしくは存在しているクラックの拡大及び／又は該層のはく離に、不利に作用しうる。
【００５０】
　体積気化器としての該気化器の本発明による構造方式に基づき、例えば該表面上で又は
従来の気化器の場合に加熱エレメント又は加熱エレメントの部材とより密接に及び／又は
直接的に接触している領域での局所的な過熱とはならず、ひいては従来技術から公知の気
化器の場合よりも総じて低い最高温度が達成されるので、多数のガラスが適している。そ
れらと結び付いた、多様なガラスの選択により、それぞれの使用される該電気伝導性コー
ティングのために、熱膨張係数、化学的耐久性又は可能な焼付け温度に関してそれぞれ適
切なガラスを選択することができる。
【００５１】
　そのうえ、電子タバコにおける気化器として又は医用吸入器としてのコーティングされ
た該焼結体の使用の際に、使用者にとって場合によっては健康に有害な物質が該ガラスか
ら遊離されないべきである。したがって、使用される該ガラスは、好ましくは次の元素を
有していないか又はごく僅かの不可避の痕跡量でのみ有している：ヒ素、アンチモン、カ
ドミウム及び／又は鉛。殊に、ヒ素、アンチモン、カドミウム及び／又は鉛の含有率は５
００ｐｐｍ未満である。
【００５２】
　本発明の一実施態様は、該多孔質焼結体のための次のガラス組成［単位：質量％］を提
供する：
【表１】

【００５３】
　本発明のさらなる実施態様において、該多孔質焼結体のガラスは、次の組成［単位：質
量％］：
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【表２】

を有し、ここで、ＭｇＯ、ＣａＯ及びＢａＯの含有率の合計が、８～１８質量％の範囲内
であることによって特徴付けられていることが重要である。
【００５４】
　本発明のさらなる実施態様において、該多孔質焼結体のガラスは、次の組成［単位：質
量％］を有する：

【表３】

【００５５】
　この実施態様のガラスは、次の性質を有する：
【表４】

【００５６】
　本発明のさらなる実施態様によれば、該多孔質焼結体は、次のガラス組成［単位：質量
％］を有する：
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【表５】

【００５７】
　一実施態様は、次のガラス組成［単位：質量％］を有する焼結体を提供する：
【表６】

【００５８】
　この組成範囲内のガラスを用いて、次の性質を有する多孔質ガラス体を得ることができ
る：
【表７】

【００５９】
　さらなる実施態様は、次の組成［単位：質量％］を有する多孔質ガラス体を提供する：
【表８】

【００６０】
　この組成を用いて、次の性質を有する多孔質ガラス体を得ることができる：
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【表９】

【００６１】
　本発明のさらなる実施態様において、該多孔質焼結体のガラスは、次の組成［単位：質
量％］を有する：

【表１０】

【００６２】
　さらに、該ガラス中に、０～１質量％のＰ２Ｏ５、ＳｒＯ、ＢａＯ；並びに清澄剤が０
～１質量％のＳｎＯ２、ＣｅＯ２又はＡｓ２Ｏ３、Ｆ、Ｃｌ、スルフェート又は他の清澄
剤が含まれていてよい。
【００６３】
　本発明のさらなる展開によれば、該多孔質焼結体のガラスは、セラミック化できるリチ
ウムアルミノケイ酸塩ガラスである。一実施態様は、次のガラス組成［単位：質量％］を
提供する：
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【表１１】

【００６４】
　該ガラスは、３．３・１０－６Ｋ－１～５．７・１０－６Ｋ－１の範囲内のα２０－３

００℃を有する。
【００６５】
　選択的に、該多孔質焼結体のガラスは、次の組成［単位：質量％］を有する：

【表１２】

【００６６】
　この実施態様のガラスは、４．７・１０－６Ｋ－１～５．７・１０－６Ｋ－１の範囲内
のα２０－３００℃を有する。
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【００６７】
　次のガラス組成［単位：質量％］が特に有利であると判明している：
【表１３】

【００６８】
　本発明の別のさらなる展開は、ソーダ石灰ガラス製の多孔質焼結体を使用することを提
供する。殊に、該ソーダ石灰ガラスは、次の組成［単位：質量％］を有するガラスである
：

【表１４】

【００６９】
　この実施態様のガラスは、５．５・１０－６Ｋ－１～９．７・１０－６Ｋ－１の範囲内
のα２０－３００℃を有する。
【００７０】
　好ましくは、次の組成を有するソーダ石灰ガラスが該多孔質焼結体のために使用される
：
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【表１５】

【００７１】
　この実施態様のガラスは、４．９・１０－６Ｋ－１～１０．３・１０－６Ｋ－１の範囲
内のα２０－３００℃を有する。
【００７２】
　このさらなる展開の特に好ましい実施態様において、ガラス質の該多孔質焼結体は、次
の組成［単位：質量％］を有するソーダ石灰ガラスからなる：

【表１６】

【００７３】
　さらなる実施態様によれば、該焼結体のガラスは、次の成分を含有する［単位：質量％
］：
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【表１７】

【００７４】
　一実施態様によれば、該ガラスは、着色酸化物、例えばＮｄ２Ｏ３、Ｆｅ２Ｏ３、Ｃｏ
Ｏ、ＮｉＯ、Ｖ２Ｏ５、ＭｎＯ２、ＴｉＯ２、ＣｕＯ及び／又はＣｅＯ２を含有していて
よい。選択的に又は付加的に、０～２質量％のＡｓ２Ｏ３、Ｓｂ２Ｏ３、ＳｎＯ２、ＳＯ

３、Ｃｌ、Ｆ及び／又はＣｅＯ２を清澄剤として添加することができる。
別の実施態様は、該ガラスに、選択的に又は付加的に顔料を添加することを提供する。
【００７５】
　本発明のさらなる展開において、コーティングされた該焼結体は、該電気伝導性コーテ
ィングに加えて、１つ以上のさらなるコーティングを有する。こうして、例えば、コーテ
ィングされた焼結体は、電気伝導性層としての金属でガルバニックにコーティングされて
おり、いわゆるスターターコーティングを該焼結体の表面と該電気伝導性金属層との間に
有していてよい。
【００７６】
　電気伝導性コーティングとしての金属及びガラス製の焼結体の場合に、ガラス及び金属
の表面張力がかなり相違することがあり、ひいては該ガラス表面上への該電気伝導性コー
ティングの良好な付着を達成するのが難しいことがあるという問題が生じうる。したがっ
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て、本発明のさらなる展開は、酸化物層を焼結体と金属コーティングとの間に塗布するこ
とを提供する。この層は、付着促進剤として作用するので、該金属コーティングの特に良
好な付着を達成することができる。さらに、付加的なコーティングにより、該焼結体の表
面は、該表面のゼータ電位を変え、ひいては、気化すべき液体のゼータ電位に適合させる
ことができる。選択的に又は付加的に、さらなる層、例えば保護層又は不動態化層も、該
電気伝導性コーティング上に堆積させることができる。
【００７７】
　選択的に又は付加的に、該電気伝導性コーティング又は該焼結体は、さらなる成分、例
えば抗菌性及び／又は抗微生物性の成分を含有していてよい。抗菌性もしくは抗微生物性
の成分として、とりわけ銀、ＺｎＯ又はＴｉＯ２が適している。該伝導性コーティングの
成分としての銀は、一方では伝導性であり、他方では抗菌作用も有するという利点を有す
る。
【００７８】
　本発明によりコーティングされた焼結体は、気化器における加熱エレメントとして使用
することができる。ここでは、必要な電子接触は、機械的に、例えば弾力により又は形状
結合により、又は材質的接合により、例えばろう接により、行うことができる。ろうとし
て、例えば、銀導電ペーストを使用することができる。中間層を介しての接触も可能であ
る。
【００７９】
　対応する気化器は、例えば電子タバコ、医用吸入器、アロマディフューザー、加湿器又
は例えば殺虫剤又は昆虫忌避剤のような物質の放出のため又は同種の用途のための装置の
部材であってよい。
【００８０】
　さらに、本発明は、電気伝導性コーティングでコーティングされた焼結体の製造方法に
関する。本発明による方法は、少なくとも次の工程段階を含む：
ａ）１０～９０％の範囲内の開放気孔率を有する、ガラス又はガラスセラミック製の焼結
体を用意し、かつ
ｂ）該開気孔により形成される、該焼結体の表面を、該焼結体の内部の気孔の表面を含め
、電気伝導性コーティングでコーティングする。
【００８１】
　工程ａ）における該焼結体の用意は、まず最初に約２０μｍ～６００μｍ、好ましくは
最大３００μｍの範囲内の平均粒度を有する細粒状ガラス粉末を、高融点の塩及びバイン
ダーと混合する方法によって行うことができる。使用される該塩の粒度は、該焼結体の所
望の気孔径に適合される。この混合物に、細粒状ガラス粉末５～８０質量％を添加し、か
つ該塊状物を、型中でプレスする。こうして生じた成形体は、該ガラスの焼結温度に加熱
され、かつ焼結される。使用される該塩の溶融温度はその際に、対応する焼結温度を上回
るので、該塩の粒構造は得られたままである。該焼結プロセス後に、該塩は、適した溶剤
で洗い流される。この場合に、該塩ＮａＣｌ及びＫ２ＳＯ４が特に適していると判明して
いる。他の塩、例えばＫＣｌ、ＭｇＳＯ４、Ｌｉ２ＳＯ４、Ｎａ２ＳＯ４も考えられる。
該塩の選択は、コスト、環境適合性等のような側面に加えて、利用されるガラスもしくは
該焼結の該ガラスの温度要件に依存する。本発明の一実施態様において、３０～５０００
μｍの粒度を有する塩２０～８５質量％に、１～５００μｍの範囲内の粒度のガラス粉末
５～８５質量％並びにポリエチレングリコール水溶液を添加し、かつ完全混合する。こう
して得られたバッチに、乾燥して又は湿った状態のいずれかで、ガラス粉末５～８０質量
％（該バッチの質量を基準として）を添加してよい。該混合物を型中でプレスし、かつ使
用されるガラスの焼結温度で焼結させる。引き続き、該塩は洗い流されるので、多孔質焼
結体が得られる。
【００８２】
　これにより、高多孔質で開気孔の焼結体が得られる。個々の該ガラス粒は、該焼結プロ
セスにより互いに強固に接合されるので、該焼結体は、高い気孔率にもかかわらず、対応
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するガラス繊維材料、例えばガラス繊維コード製の灯心と比較して、良好な機械的強度を
有する。それゆえ、該焼結体の内部に、電子タバコ及び／又は医薬の投与装置及び／又は
フレグランス用の熱により加熱される蒸発器における液体貯蔵体としての使用の際に遊離
され、かつ使用者によって吸い込まれうる、ゆるんだ又は容易に剥がれうる粒子は存在し
ていない。それゆえ、該焼結体の高い機械的安定性により、それどころか８０体積％より
多い気孔率を有していてよい液体貯蔵体を用意することができる。
【００８３】
　本発明の一実施態様において、工程ａ）において、ガラス製の焼結体が用意される。ア
ルカリ含有率＜１５質量％、好ましくは＜１０質量％及び特に好ましくは＜５質量％を有
するガラス製の焼結体が有利であると判明している。相応して低いアルカリ含有率を有す
るガラスに対応するガラスは、高い軟化温度を有するので、工程ａ）において行われる焼
結を高温で行うことができる。この場合に、アルミノケイ酸塩ガラス及びホウケイ酸ガラ
スが特に有利であると判明している。
【００８４】
　工程ｂ）において、該電気伝導性層は、分散液からの固形物の縮合又は沈殿、溶液から
の固形物の縮合又は沈殿（例えばゾル－ゲル）、その気相からの固形物の凝縮又は析出に
よるか又はガルバニックな方法により、該焼結体の表面上に堆積させることができる。そ
れぞれのコーティング方法は、使用されるコーティング材料並びに所望の層厚に依存して
いる。
【００８５】
　本発明の一実施態様において、金属層は電解析出される。例えば、該多孔質焼結体上へ
、銀コーティングを、銀溶液からの析出により析出させることができる。このために使用
される溶液の銀含有率は、好ましくは１０～２０質量％又は１５～２０質量％である。選
択的に、銀は、溶液からの還元により、例えば糖での硝酸銀溶液の還元により、又は沈殿
反応により、析出させることができる。
【００８６】
　本発明による方法のさらなる展開は、工程ｂ）において、電気伝導性コーティングが、
金属酸化物：酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、アルミニウムドープ酸化亜鉛（ＡＺＯ）、
フッ素ドープ酸化スズ（ＦＴＯ）及びアンチモンドープ酸化スズ（ＡＴＯ）の形態で塗布
されることを提供する。好ましくは、該金属酸化物は、工程ｂ）において、縮合又は沈殿
により溶液又は分散液から、特に好ましくは分散液から、堆積される。
【００８７】
　浸漬方法による該焼結体のコーティングが特に有利であると判明している。本発明の上
記のさらなる展開の対応する実施態様において、該浸漬方法は、少なくとも次の工程段階
を含む：
ａ２）該焼結体を用意し、
ｂ２）該金属酸化物の分散液又は溶液を用意し、
ｃ２）該焼結体を、工程ｂ２）において用意された分散液中へ、予め定義された浸漬時間
t浸漬にわたって浸漬し、
ｄ２）工程ｃ２）において得られたコーティングされた焼結体を乾燥させ、
ｅ２）工程ｃ２）及びｄ２）により得られた層を、期間t焼付けにわたって、予め定義さ
れた焼付け温度Ｔ焼付けで焼き付ける。
【００８８】
　浸漬方法を用いて堆積される電気伝導性コーティングの層厚は、好ましくは２００ｎｍ
～２００μｍ、特に好ましくは２００ｎｍ～１０μｍであり、かつ工程ｂ）において使用
される分散液又は溶液の固形分を通じて調節することができる。好ましくは、その固形物
割合は、１～５０質量％、特に好ましくは２０～３５質量％である。選択的に又は付加的
に、該堆積層の所望の層厚は、該焼結体の浸漬過程の数によって得ることができる。こう
して、一実施態様は、工程ｃ２）及びｄ２）を複数回、好ましくは２～３回実施すること
を提供する。本発明のさらなる展開において、該焼結体は、多様な浸漬過程で、異なる時
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間で浸漬される。こうして、該コーティングの電気伝導度における勾配を達成することが
できる。
【００８９】
　工程ｅ２）において、該層の焼付けは、好ましくは６０～１０００℃の範囲内、特に好
ましくは３００～９００℃の範囲内の焼付け温度Ｔ焼付けで行われる。特に、高い焼付け
温度で、極めて緻密な層を得ることができる。こうして、大きな層厚の場合でも、クラッ
クの少ない又はそれどころかクラックのないコーティングを得ることができる。該コーテ
ィングはその際に、焼結体及びコーティングの異なるα２０－３００℃の場合でも、周期
的な熱負荷下で、クラックの少ないもしくはクラックのないままである。高い該焼付け温
度により、α２０－３００℃の該相違を吸収する拡散帯域が金属酸化物及び焼結体の間に
形成されると推測される。工程ｅ２）における該電気伝導性コーティングの焼付けは、そ
の際に、不活性ガス下、真空下又は軽度の還元雰囲気下で、例えば３～５０％の水素雰囲
気中で又は一酸化炭素下で、行うことができる。
【００９０】
　上記の方法もしくは上記のその実施態様は、多孔質セラミックのコーティングにも適用
することができる。この場合に、工程ａ）において、ガラス又はガラスセラミック製の焼
結体の代わりに、セラミック製の多孔質焼結体が用意される。この場合に、用意されるセ
ラミックが、ガラス又はガラスセラミック製の記載された多孔体と、それらの気孔率及び
／又は気孔径に関して等しいか又は少なくとも似ている場合に有利であると判明している
。
【００９１】
　この方法を用いて多孔質セラミックの気孔表面上に堆積された電気伝導性層は、ガラス
又はガラスセラミック製の本発明による焼結体の電気伝導性層に匹敵する。これは殊に、
該電気伝導性層の使用される電気伝導性材料、層厚、電気伝導度及び／又は電気抵抗のよ
うな特徴に関して当てはまる。
【００９２】
　さらに、本発明による焼結体を有する気化器ヘッドは、本発明の対象である。これは、
少なくとも１つのハウジング、本発明による焼結体並びに該焼結体の電気エネルギー源へ
の接続のための電気接点を有する。
【００９３】
　以下に、本発明は、実施例及び図面に基づいて、より詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】従来の気化器の概略図。
【図２】焼結体の側面での電気接触を有する焼結体の概略図。
【図３】加熱エレメントとしての本発明によりコーティングされた焼結体を有する気化器
の概略図。
【図４】本発明によりコーティングされた焼結体の断面での概略図。
【図５】第一実施例のＳＥＭ像。
【図６】第二実施例の光学顕微鏡写真。
【図７】二峰性の気孔径分布を有する、本発明のさらなる展開の概略図。
【図８】第三実施例の気孔径分布。
【図９】気化器における部品としての本発明によりコーティングされた焼結体の概略図（
ａ及びｂ）。
【図１０】従来の気化器並びに加熱エレメントとして本発明によりコーティングされた焼
結体を有する気化器の熱画像写真。
【発明を実施するための形態】
【００９５】
　第１表及び第２表は、多様な実施例の多孔質焼結体の組成を示す。それらの異なる組成
により、個々の実施例は、多様な熱膨張係数を有する。実施例８～１０は、例えば、３．
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２・１０－６Ｋ－１～３．８・１０－６Ｋ－１の範囲内の膨張係数を有し、殊に、金属酸
化物をベースとする電気伝導性コーティングを有する、例えばＩＴＯを有する、多孔質焼
結体に適している。そのうえ、ガラス８～１０は、ナトリウムを含まないか又は少なくと
も大体において含まず、このことは、該熱膨張係数だけではなく、そのガラス転移温度Ｔ

ｇにも作用する。これらの温度は、７００℃を上回り、ＩＴＯでのコーティングプロセス
の場合のこうして高い焼付け温度を可能にするので、クラックのない又は少なくとも大体
においてクラックのない、特に高い機械的安定性を有する電気伝導性コーティングが得る
ことができる。
【００９６】
　それに対して、ガラス２～７は、ナトリウムの相対的に高い含有率を有し、それに応じ
て、より高い熱膨張係数を有する。したがって、これらは殊に、金属コーティングでコー
ティングされるべき多孔質焼結体の製造に適している。そのうえ、実施例２～７のガラス
は、ナトリウムの高い含有率に基づき、化学的に焼き入れすることができる。こうして、
該焼結体は、例えば該コーティング前に化学強化することができる。これは、該多孔質焼
結体の機械的安定性を高める。
【００９７】
【表１８】

【００９８】
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【表１９】

【００９９】
　図１には、液体貯蔵体として多孔質焼結体２を有する従来の気化器の例が示されている
。該多孔質焼結体２の毛管力により、気化すべき液体１は、多孔質焼結体２によって吸収
され、さらに該焼結体２の全方向へ輸送される。該毛管力はその際に、矢印４により符号
で表される。該焼結体２の上部区間において、加熱コイル３は、該焼結体２の対応する区
間２ａが、熱放射により加熱されるように位置決めされる。したがって、該加熱コイル３
は、該焼結体２の側面の極めて近づけられ、かつ該側面にできるだけ触れないべきである
。しかしながら、実地において、電熱線及び側面の直接接触はしばしば不可避である。
【０１００】
　加熱領域２ａにおいて、該液体１の気化が行われる。これは矢印５により示される。そ
の気化速度はその際に、その温度及び周囲圧力に依存している。該温度が高ければ高いほ
ど、かつ該圧力が低ければ低いほど、加熱領域２ａにおける該液体の気化がますます迅速
に行われる。
【０１０１】
　該液体１の気化は、該焼結体の加熱領域２ａの側面で局所的にのみ行われるので、この
局所的な領域の加熱は、１～２秒以内の迅速な気化を達成するために、相対的に高い加熱
容量で行わなければならない。したがって、２００℃を上回る高温が費やされなければな
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所的な過熱、ひいては場合により、気化すべき液体１及び該液体貯蔵体もしくは灯心の材
料の分解をまねきうる。
【０１０２】
　さらに、高い加熱容量は、迅速すぎる気化もまねきうるので、該毛管力により、該気化
のためのさらなる液体１を十分に迅速に用意することができない。これは同様に、加熱領
域２ａにおける該焼結体の外側表面の過熱をまねく。したがって、ユニット、例えば電圧
、出力及び／又は温度の調節、制御又はコントロールのユニット（ここでは示されていな
い）を組み込むことができるが、しかしながら該ユニットは、該電池寿命の負担になり、
かつその最大気化量を制限する。
【０１０３】
　それゆえ、図１に示され、かつ従来技術から公知の気化器にとって不利であるのは、局
所的な加熱方法及びそれと結び付いた非効率な熱輸送、複雑で高価なコントロールユニッ
ト及び気化すべき液体の過熱及び分解の危険である。
【０１０４】
　図２は、従来技術から公知の気化器ユニットを示し、この場合に、その加熱エレメント
３０が、その焼結体２０上に直接配置されている。殊に、該加熱エレメント３０は、該焼
結体２０と強固に接合されている。そのような接合は殊に、該加熱エレメント３０が、皮
膜抵抗器として形成されていることによって、達成することができる。そのためには、導
体形状に構造化される電気伝導性コーティングが、皮膜抵抗器のように該焼結体２０上に
塗布される。該焼結体２０上に直接塗布された、加熱エレメント３０としてのコーティン
グはとりわけ、迅速な加熱を可能にする良好な熱接点を達成するために有利である。しか
しながら、図２に示された気化器ユニットも、局所的に限定された気化表面のみを有する
ので、ここでも、該表面の過熱の危険がある。
【０１０５】
　図３は、本発明による焼結体６を有する気化器の構成を模式的に示す。図１及び図２に
おける多孔質焼結体２と同様に、この焼結体を、気化すべき液体１中へ浸漬する。毛管力
（矢印４により示される）により、気化すべき液体の、該焼結体６の全体積への輸送が行
われる。該焼結体６は、電気伝導性コーティングを有し、ここで、その開気孔により形成
される表面に、該電気伝導性コーティングが設けられている。それゆえ、電圧の印加の際
に、該焼結体６は、大きな表面積を有する全体積において加熱される。それゆえ、該液体
１は、図２に示された気化器とは異なり、該焼結体の側面上、すなわち該焼結体６の局所
的に限定された一部分においてではなく、該焼結体６の全体積において形成される。それ
ゆえ、該焼結体６の側面もしくは加熱される面又はエレメントへの毛管輸送は不要である
。そのうえ、局所的な過熱の危険がない。該体積における該気化は、局所的に限定された
加熱領域における加熱コイルを用いるよりもはるかに効率的に進行するので、該気化は、
はるかに低い温度及びより低い加熱容量で行うことができる。より低い所要電力はその点
では有利である、それというのも、それによって充電あたりの使用時間が上昇するか、も
しくはより小さな蓄電池又は電池を使うことができるからである。
【０１０６】
　図４は、実施例による模式的な断面図に基づく開放気孔率を有するコーティングされた
焼結体６の構成を示す。コーティングされた焼結体６は、開気孔８ａ、８ｂを有する多孔
質の焼結ガラスマトリックス７を有する。該開気孔８ｂの一部分は、それらの気孔表面と
、該焼結体の側面を形成するのに対し、該気孔８ａの他の部分は、該焼結体の内部を形成
する。該焼結体の全ての気孔が、電気伝導性コーティング９を有する。
【０１０７】
　図５は、電気伝導性コーティングを有する焼結体のＳＥＭ像である。該気孔８の表面は
、電気伝導性コーティングとしてＩＴＯ層９でコーティングされている。該焼結ガラスマ
トリックス７は、次の組成を有するアルミノホウケイ酸ガラスである：
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【表２０】

【０１０８】
　上記の組成を有するガラスは、極めてゆっくりと、かつ大きな温度範囲内で、溶融する
。それゆえ、これは、溶融及び焼結方法による多孔質材料の該製造に特に好適である。こ
の組成範囲からなるガラスは、１０００℃より高い溶融温度を有することができ、このこ
とは、９００℃までの温度での該電気伝導性コーティングの焼付けを可能にし、かつ密度
のような該コーティング特性に有利に作用し、かつ該コーティング中のクラックを防止す
る。ガラスの低い線熱膨張係数（α２０－３００℃）は、熱誘起応力を低下させ、それゆ
え、該気化器における電源オン及びオフの過程の際に生じるような、温度相違に対する該
材料の機械的安定性を高める。そのうえ、加熱体としての電気伝導性コーティングされた
該ガラスは、６００℃までの温度に対して耐久性で安定である。
【０１０９】
　図６は、ＩＴＯ層でコーティングされた焼結体の光学顕微鏡写真を示す。
【０１１０】
　光学測定及び電子顕微鏡による測定からは、示された該焼結体について、該ＩＴＯ層が
、２００ｎｍ～２０００ｎｍの層厚を有し、意外なことに、クラックを示さないことを測
定することができた。これは驚くべきことである、それというのも、該ガラス（３．３・
１０－６Ｋ－１）及びＩＴＯ（７．２・１０－６Ｋ－１）は、異なる線熱膨張係数を有す
るからである。
【０１１１】
　図７は、模式的な断面図に基づく本発明のさらなる展開によるコーティングされた焼結
体６０の構成を示す。コーティングされた焼結体６０は、開気孔８０、８１を有する多孔
質の焼結ガラスマトリックス７０を有し、ここで、該気孔は、大気孔８０及び小気孔８１
を有する二峰性の気孔径分布を有する。該開気孔８ｂの一部分は、それらの気孔表面と該
焼結体の側面を形成するのに対して、該気孔の他の部分は、該焼結体の内部を形成する。
該焼結体の全ての気孔が、電気伝導性コーティング９０を有する。該小気孔８１は、該焼
結体中への気化すべき液体の良好でスムーズな吸収を可能にするのに対し、該大気孔８０
は、該蒸発器の迅速な放出を可能にする。用途に応じて、大気孔と小気孔との比を通じて
並びにそれらの気孔径を通じて、該気化器の動作中の吸収挙動並びに脱着特性を調節する
ことができる。
【０１１２】
　図８には、図７に模式的に示されたさらなる展開の実施例の気孔径分布が図式化されて
いる。該多孔質焼結体の気孔径分布は、この場合に、約２００μｍでの極大並びに約６０
０μｍでの極大を有し、ここで、この実施例における該小気孔（２００μｍ）の割合は、
該大気孔（６００μｍ）の割合に対応する。該気孔径は、製造プロセスの際に、気孔形成
剤として使用される該塩の粒度により、大気孔と小気孔との比を相応して、使用される粒
度並びにそれらの粒度分布の比を通じて調節することができる。
【０１１３】
　図９ａ及び図９ｂは、可能な気化器における部品としての本発明によりコーティングさ
れた焼結体３を模式的に示す。該気化器は、気化すべき液体１を有するリザーバーを有す
る。その気化室１１は、鋼壁１２によって、気化すべき液体１から隔てられている。該鋼
壁中の開口部（１２ａ、１２ｂ）により、気化すべき液体１は、コーティングされた該焼
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結体３と接触する。毛管力により、この焼結体は、気化すべき液体１を吸引する。電気伝
導性コーティングされた該焼結体３への電圧１０の印加により、この焼結体は、体積にお
いて加熱されるので、該液体１は、該焼結体３の全体積において気化される。
【０１１４】
　その蒸気生成は、該焼結体３の気孔及び／又は該リザーバーが、液体１をもはや含有し
ないか又はその電流の流れを切るまで行われる。該気化器の電源オフの際に、該気孔は該
毛管力により再び液体を完全に吸い込むので、該気化器の改めて電源オンの際に、その使
用者により再び十分に液体１を気化に利用できる。
【０１１５】
　最大限可能で、生成可能な蒸気量は、その際に、該多孔質焼結体３中に貯蔵された又は
貯蔵できる液体の量と同じである。生成可能な該蒸気量は、例えば、そのために該焼結体
３の寸法及びその気孔率により制御することができる。その際に、高い気孔率を有する小
さな焼結体が、該気化プロセスの効率並びに該エネルギー消費及びリキッドの後流もしく
は充填速度に関して、特に有利であると判明している。
【０１１６】
　図１０は、従来の気化器（１０ｂ）並びに加熱エレメントとして本発明によりコーティ
ングされた焼結体を有する気化器（１０ａ）の熱画像写真を示す。加熱エレメントとして
本発明によりコーティングされた焼結体を有する気化器の場合に、気化温度が、単に１２
７～１３５℃の範囲内であるのに対し、加熱エレメントとしてらせん形の電熱線を有する
従来の気化器は、同じか又は少なくとも類似の蒸気量の生成のために２５２～２７４℃の
範囲内の気化温度を必要とする。
【０１１７】
　第３表は、従来の気化器の場合並びに一実施例としての本発明によりコーティングされ
た焼結体を有する気化器の場合の気化パラメーターを示す。それぞれの該気化器を、一構
成において電子タバコに類似して動作させた。該出力は、印加する電圧及び流れる電流の
、電気工学的測定装置を用いた測定により、生成される蒸気量は、該液体の減量を通じて
、算出した。
【０１１８】

【表２１】

【０１１９】
　第３表から明らかにわかるように、双方の気化器は匹敵するサイズを有する。従来の気
化器と同じ蒸気量を生成するために、本発明によりコーティングされた焼結体を有する気
化器は、はるかに低い加熱容量及びより低い気化温度を必要とする。
【０１２０】
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　実施例の場合に、該気化温度は、典型的に使用される気化性物質の分解温度を明らかに
下回るので、分解生成物による該気化器のいわゆる“炭化”にもならず、それとともに、
対応する分解生成物の遊離を考慮に入れる必要もない。それにより、該気化器の寿命は高
められる。
必要とされるより低い加熱容量によって、本発明によりコーティングされた焼結体を有す
る気化器は、そのうえ、従来の気化器よりも、そのエネルギー効率及びその電気エネルギ
ー源の寿命に関してはるかに優れている。
【符号の説明】
【０１２１】
　１　気化すべき液体、　２　多孔質焼結体、　２ａ　加熱領域、　３　加熱コイル、　
４　毛管力、　５　液体１の気化、
　２０　焼結体、３０　加熱エレメント、
　６　本発明による焼結体、　７　多孔質の焼結ガラスマトリックス、　８ａ、８ｂ　開
気孔、　９　電気伝導性コーティング、
　６０　本発明のさらなる展開によるコーティングされた焼結体、　７０　多孔質の焼結
ガラスマトリックス、　８０　大気孔、　８１　小気孔、　９０　電気伝導性コーティン
グ、
　３　本発明によりコーティングされた焼結体、　１０　電圧、　１１　気化室、　１２
　鋼壁、　１２ａ、１２ｂ　開口部、
　１０ａ　本発明によりコーティングされた焼結体を有する気化器、　１０ｂ　従来の気
化器

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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